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１ 

 

水道管の耐震化を進めています 

 

古くなった水道管を、耐震性のある新しい水道管に入れ替える工事を進めています。 

新しい水道管は、ダクタイル鋳鉄管や水道配水用ポリエチレン管等を使用しています。 
 

 

衝撃に強く耐久性があります。また、水道管をつなぐ部分にすき間を持たせ、引っ張られて伸び

ても抜けず、押されても縮むことができるため、地震による地盤の変動に対応することができる

構造です。そして、外面耐食塗装により長期間使用することができます。 

 

 

樹脂製で柔軟性があるため、曲げにも強く、地震による地盤の変動に対応することができる構造

です。 

 

 

水道管の入れ替えは重要給水施設管路を優先し、計画的に実施していきます。 

重要給水施設管路とは、震災時の給水が特に必要となる医療施設や避難所等に供給するための重

要な管路であり、これらを優先的に更新することで、災害に強い強靭な水道を目指します。  

ダクタイル鋳鉄管の特徴 

計画的な水道管の入れ替え実施 

水道配水用ポリエチレン管の特徴 

古い管を撤去する様子 新しい管を布設する様子 

※2 枚の写真は同じ場所の写真ではありません 



 

 

 

収益的収入 13 億 4,273 万円(消費税込み) 収益的支出 12 億 3,212 万円(消費税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益的収支の収入は 13 億 4,273 万円、支出は 12 億 3,212 万円でした。 

収支の差額は 1 億 1,061 万円で、消費税を引いた純利益は 6,929 万円となりました。 

 

 

資本的収入 1 億 8,500 万円(消費税込み)    資本的支出 6 億 7,965 万円(消費税込み) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

資本的収支の収入は 1 億 8,500 万円、支出は 6 億 7,965 万円でした。 

収支の差額は 4 億 9,465 万円の不足が生じましたが、損益勘定留保資金などの内部 

留保資金と前年度までの純利益の積立金で補てんしました。 

 

 

 

 

 

令和６年度水道事業決算の状況 

収益的収支（水道水をお届けするための経費と財源） 

資本的収支（水道水をお届けするための施設を建設・改良するための経費と財源） 

●令和６年度に実施した主な事業        

・老朽管更新工事  更新延長 1,037m   

・浄水場配水ポンプ等更新工事    

                       

●令和６年度末 給水人口･･････60,996 人  

        給水戸数･･････27,984 戸  

        総配水量･･･7,119,823 ㎥ 
 

●水道施設（管路）の状況 

・水道管総延長･･････････････290.5 ㎞ 
[うち法定耐用年数を経過している水道管 159.3 ㎞] 

 

・重要管路総延長･･･････････36,000ｍ 

・重要管路更新延長･･････････4,875ｍ 

・重要管路累計更新比率･･････13.54％ 

 

水道料金 
11 億 5,249 万円 

県水購入費 
4 億 3,082 万円 

施設維持管理費 
5 億 153 万円 

減価償却費 
2 億 9,308 万円 

建設改良費 
5 億 7,711 万円 

企業債償還金 
1 億 254 万円 

企業債 
（借入金） 
8,200 万円 工事負担金 

9,818 万円 

長期前受金戻入 
6,343 万円 

他会計補助金 
4,111 万円 

その他 
8,570 万円 

支払利息 
669 万円 

補助金 
482 万円 

埼玉県からの 
水の購入費 

修繕費や 
委託料など 

給水加入金等 

企業債借入金 
の元金返済 

２ 

 

国からの補助金 



 

 

 

水道の使用者氏名、使用場所（住所等）、開始する日等 

 

水道の使用者氏名、使用場所、お客様番号、中止する日、 

使用中止後の連絡先等 

 

前住所の使用中止と新住所の開始の手続き等 

 

※使用者や所有者の変更がある場合もお手続きが必要です。 

  手続きが必要なかたはご連絡ください（☎768-1111 代表へ）。 

 

 

 

水道メーターの検針は、お客様がご使用になった水量を確認し、 

水道料金等を算出するため､2か月に1度検針員がお伺いしています。 

  メーターの検針を行いますので、メーターボックス上には物を置か 

ないようご協力ください。

  蓮田市水道事業では、検針業務や水道料金等の徴収業務を民間業者 

へ委託しています。 

 【委託先】第一環境株式会社 

 

 

 

 

宅地内の蛇口を全て締めても水道メーター中央の 

パイロットが回転している場合は、漏水により料金 

が高額になる可能性があります。 

漏水を発見されたら「蓮田市水道事業指定給水装 

置工事事業者」（水道だより４ページ参照） へ修理 

を依頼してください。修理費用はお客様のご負担と 

なります。 

 

 

 

 

 

引っ越しの時には手続きが必要です 
【転入・転出・市内転居】 

蓮田市への転入 
【使用開始】 

蓮田市から転出 
【使用中止】 

市内での住所変更 
【使用中止と使用開始】 

水道メーターの検針にご協力ください 

漏水にご注意ください 

パイロット 

３ 

 



 

 

 

蓮田市水道事業指定給水装置工事事業者一覧（市内の工事店） 
（令和８年２月２７日現在） 

事業者名 所在地 電話番号 

㈲澁谷さく泉工業所 大字黒浜４７４９－１１  ０４８－７６８－１２２９ 

たけのや電気商会 見沼町７－２１  ０４８－７６８－１７２８ 

㈱共栄設備 大字江ヶ崎１７１１  ０４８－７６８－２０１２ 

飯野設備 上１－７－５  ０４８－７６８－１６７２ 

㈲あらい水道 関山１－１－１３  ０４８－７６８－５５０８ 

ハギワラ㈱ 大字黒浜１８９９－７  ０４８－７６８－４７８８ 

㈲斎藤商会 大字根金１５５１－１  ０４８－７６６－９５０８ 

本沢住設㈱ 大字江ヶ崎１１７７－７  ０４８－７６４－１９２４ 

㈲小山設備 大字根金８９６－１８  ０４８－７６６－３３５５ 

郷設備 大字根金１７８５  ０４８－７６６－６６４６ 

㈲阿部設備 緑町１－４－１  ０４８－７６８－１２１３ 

齋藤設備 馬込５－４３６  ０４８－７６９－８１７９ 

㈲藤倉設備 大字上平野８２３  ０４８－７６６－９６８８ 

㈲平山設備 西城３－１９４－２  ０４８－７６９－３５５２ 

㈱北島ソリューション 上２－５－４  ０４８－７６８－０２７１ 

野崎設備 西新宿６－９７－２  ０４８－７６９－８３２０ 

㈱ソーケン 蓮田３－４２－２  ０４８－７６９－１１０３ 

㈱東設 緑町３－４－１８  ０４８－７６９－６９０１ 
 

蓮田市管工事業協同組合 大字江ヶ崎１６５４－１  ０４８－７６９－２１３５ 

※蓮田市管工事業協同組合とは、市内の複数の指定給水装置工事事業者で組織される組合です。 

こちらにも給水装置工事を依頼することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

蓮田市水道課では、定期的なメーター交換や工事などをする場合は事前に 

お知らせしています。お客様からの依頼なく個人の家を訪問して水道検査や 

修繕、物品販売などをすることはありませんのでご注意ください。 

また、国民生活センターには、インターネット広告等で安価な表示をして 

いる業者に給水管の修理を依頼したところ、「高額請求された」、「修理したが 

改善しない」といった相談があるようです。修理等依頼をして困った場合は、 

蓮田市消費生活センター(☎768-3111 内線 248 産業振興課内)へご相談ください。  

新設・改造・宅地内の漏水修理等の給水装置工事は 

指定給水装置工事事業者にご依頼ください 

市外にも水道事業指定給水装置工事事業者があります。 
詳しくは市ホームページでご覧いただけます。 

訪問販売業者、修理業者にご注意ください！ 

４ 
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